
（別記） 

令和６年度宮崎中央地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

一市一町からなる本協議会は約７，１１０ha の水田を有し、主食用米は早期１，４８

０ha、普通期７５０ha を作付している。水田活用米穀においては県内に大規模な需要が

ある加工用米の振興を行い、生産性向上による単収向上を図りながら安定供給を目指して

おり、併せて飼料用米の作付面積を維持・拡大していく。 

また、ＷＣＳ用稲や飼料作物などの粗飼料においても、水田を有効活用することで安定

的な供給が可能となり、管内の畜産農家との耕畜連携が図られている。 

その他、胡瓜、ピーマン、トマト等の施設野菜も産地として確立され広域で作付してお

り、今後は露地野菜の産地化を目指していく。 

一方、農業者の減少・高齢化に伴い耕作放棄地が増大してきており、意欲と能力を有し

た「担い手」が核となる力強い農業の確立が必要となっている。 
 
 
２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標 

農業者の所得向上や水田農業の発展等を図るため、県内酒造メーカーが希望する加工用

米のニーズに即した作付に取り組む為、「宮崎５２号」「み系３５８」を主軸とした加工用

米専用品種の作付を推進することにより、多収栽培技術と生産コストの低減を両立させ安

定供給体制の確立を図る。 

数値目標としては作付拡大を目指すが、社会情勢の変動や、米穀全体の需要量の変化に

注視し、過剰作付による米価下落を招かないように関係機関が連携し最適な作付推進を行

っていく。 
 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

本協議会管内は集落営農を含めた農地の集積・集約化が進んでいない地区が見受けられ

る状況である。 

 また現状のままでは、担い手や労働力の観点から水田の有効活用が困難となる為、畑地

化による高収益作物への転換も必要であると考えるが、水田のまま維持していきたいとい

う意見もあるため、水田輪作体系を構築することによりベストミックスを実現させてい

き、水田と畑地化のバランスの良い推進を図る。 

令和６年度に関しては、施設園芸作物（ハウス地帯）を中心とした畑地化に取り組み、

その他品目においても、水稲以外の作物体系が定着している水田と輪作体系が可能な水田

を明確化していく。令和７年度には水稲以外の作物定着水田の水張り点検等を行い、交付

対象外水田となる面積の把握に努めて、令和８年度に効果的な畑地化を目指す。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

   全国の消費量は依然として減少しているが、近年全国的に生産量を抑制してきたこ

とから徐々に適正な民間在庫量に近づいている。こうした中で需要に応じた売れる

米づくりに取り組むことが必要であり、単収向上や業務用米の取組により農家所得

の向上を図る。 



 

（２）備蓄米 

   買上価格等を注視しながら生産者への情報提供を行う。 

 

 

（３）非主食用米 

    

  ア 飼料用米 

    多収品種による県連スキームの取り組みで所得向上を目指す。また、管内養鶏農

家との契約も引き続き行っていく。 

 

  イ 米粉用米 

    非主食用米においても米価下落の影響を受けているため、需要動向を注視しなが

ら、選択肢のひとつとして作付を推進する。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

    新たに市場を開拓する上で、農家所得を確保しなければ安定的な供給や、販路拡

大は困難である為、生産性向上の取り組み等により品質・単収の向上に努め積極

的に新市場開拓を図る。 

 

  エ WCS 用稲 

    これまでに確立されてきた耕畜連携の維持・拡大を図るために、引き続き適正管

理の上、推進を行う。 

 

  オ 加工用米 

    県内の大規模な需要に良品質米を安定的に供給するため、産地交付金を活用し加

工用米作付者の生産性向上に向けた取組を支援し、高品質・低コストの生産を促

進する。 

 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

   麦・大豆は適正管理の徹底や共同調製による品質向上を図り、面積の維持を図る。 

飼料作物は、飼料用稲の後作及び飼料作物同士の二毛作の推進を図り、管内畜産農

家への安定供給、水田の有効活用を継続して推進する。 

 

 

（５）そば、なたね 

   水田活用の直接支払交付金及び畑作物の直接支払交付金を有効に活用し、需要者と

の結びつきの強化、良品質作物の安定供給を図る。 

 

 

（６）地力増進作物 

   地力が下がった水田にて作付を継続していくと、持続可能な農業が困難となる為、

地力増進作物｛レンゲ、そば、飼料作物、コブトリ、大豆、ヒマワリ、菜の花、ク

ローバー、緑肥（ヘアリーベッチ、クロタラリア、セスバニア）｝をすき込むなど

して土作りに取り組み、次年度に作付を行う品目（水稲、戦略作物、高収益作物

等）の品質・収量の向上を目指す。 

 



（７）高収益作物 

    産地として確立されている施設野菜であるが、近年作付面積の減少が課題となって

いる為、更なる品質向上や「安全・安心」の消費者ニーズに応じた栽培を産地交付

金の活用をしながら推進する。具体的には、施設園芸作物１５品目を重点化し、令

和５年度作付面積 266ha を令和６年には作付目標 268ha へ拡大を目指す。また、高

齢者対策や不作付地の活用として露地野菜の推進を図る為、３０品目を重点化し、

令和５年度作付面積 103ha を令和６年には作付目標 104ha へ拡大を図っていく。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

2,290 2,161 1,981

0 0 0

104 75 85

0 0 0

21 32 33

1,972 2,034 2,040

254 69 301 61 305 65

17 14 19 16 19 16

0.3 0.1 0.2 0.4

1,486 1,124 1,502 1,150 1,523 1,200

・子実用とうもろこし 0 2 3

0.1 0.2 0.4

0 0 0

2.1 1.4 2.0

401 31 404 32 412 34

・野菜 370 31 373 32 380 34

・花き・花木 26 26 27

・果樹 0 0 0

・その他の高収益作物 5 5 5

0 0 0

23 11 20

その他

畑地化
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飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績）
【令和５年度】

目標値
【令和８年度】

1 露地作物 重点露地作物助成（基幹） 作付面積(ha) 103 105

2 施設園芸作物 施設園芸作物助成（基幹） 作付面積(ha) 266 273

作付面積(ha) 254 305

単収(kg/10a) 476 479

作付面積(ha) 104 85

単収(kg/10a) 543 546

作付面積(ha) 21 33

単収(kg/10a) 479 482

作付面積(ha) 19 29

単収(kg/10a) 479 482

7 野菜
野菜水田利用率向上加算

（二毛作）
作付面積(ha) 31 34

8 そば・なたね そば・なたね助成（基幹） 作付面積(ha) 0.1 0.4

9 新市場開拓用米 新市場開拓用米助成（基幹） 作付面積(ha) 0 16.5

10 地力増進作物 地力増進作物助成（基幹） 作付面積(ha) 2.1 2

※　整理番号９新市場開拓用米はコメ新市場開拓等促進事業との重複受領ができないため前年度実績がゼロとなって

　　　いるが、作付面積は整理番号５新市場開拓用米と同数。

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。

※　目標期間は３年以内としてください。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

3 加工用米
加工用米生産性向上加算

（基幹・二毛作）

6 新市場開拓用米
新市場開拓用米集積加算

（基幹・二毛作）

4 飼料用米
飼料用米生産性向上加算

（基幹）

5 新市場開拓用米
新市場開拓用米生産性向上加算

（基幹・二毛作）



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：宮崎県

協 議 会 名：宮崎中央地域農業再生協議会

1 重点露地作物助成（基幹） 1 12,000 露地作物 出荷・販売が伴う対象品目の作付面積に応じて支援

2 施設園芸作物助成（基幹） 1 2,000 施設園芸作物 出荷・販売が伴う対象品目の作付面積に応じて支援

3 加工用米生産性向上加算（基幹） 1 22,000 加工用米 低コスト・高品質化技術に取り組み出荷すること

3 加工用米生産性向上加算（二毛作） 2 22,000 加工用米 低コスト・高品質化技術に取り組み出荷すること

4 飼料用米生産性向上加算（基幹） 1 26,000 飼料用米 低コスト・高品質化技術に取り組み出荷すること

5 新市場開拓米生産性向上加算（基幹） 1 38,000 新市場開拓用米 低コスト・高品質化技術に取り組み出荷すること

5 新市場開拓米生産性向上加算（二毛作） 2 38,000 新市場開拓用米 低コスト・高品質化技術に取り組み出荷すること

6 新市場開拓米集積加算（基幹） 1 3,000 新市場開拓用米 上記対象者が１ｈａ以上の作付をすること

6 新市場開拓米集積加算（二毛作） 2 3,000 新市場開拓用米 上記対象者が１ｈａ以上の作付をすること

7 野菜水田利用率向上加算（二毛作） 2 10,000 野菜 水稲または戦略作物のあとに対象作物を作付すること

8 そば・なたね助成（基幹） 1 20,000 そば・なたね そば・なたねの播種前契約等を締結し、生産すること

9 新市場開拓用米助成（基幹） 1 20,000 新市場開拓用米 新規需要米取組計画に基づき作付・出荷すること

10 地力増進作物助成（基幹） 1 20,000 地力増進作物 地力増進のために対象作物を作付すること

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


